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平成２９年度 第２回 芦屋市権利擁護支援システム推進委員会 会議録

日  時 平成２９年１２月２６日（火） １３：３０～１５：３０

会  場 市役所東館３階 大会議室

出 席 者

委 員 長 神部 智司

委  員 森川 太一郎，宮﨑 睦雄，川部 博子，佐野 武，福田 晶子，

加納 多惠子，浦野 京子，大島 眞由美，西村 京，寺本 慎児

欠席委員 上田 晴男，植田 英三郎

委員以外 芦屋市権利擁護支援センター 脇 朋美

事 務 局 芦屋市地域福祉課 細井 洋海，鳥越 雅也，吉川 里香，知北 早希

              片岡 睦美

 芦屋市障害福祉課 本間 慶一

芦屋市高齢介護課 篠原 隆志，井村 元泰，芝田 勇生

会議の公表    ■ 公 開       □ 非公開       □ 部分公開

＜非公開・部分公開とした場合の理由＞

傍聴者数 0人

１ 開会

【委員会の成立について】

・開始時点で１３人中１１人の委員の出席について成立。

２ 事務局の紹介

３ 議事

（１）養護者による虐待対応マニュアルの改訂について

（２）その他

４ 資料

事前配布資料

資料１   芦屋市「養護者による高齢者への虐待」本文（案） 

資料２   芦屋市「養護者による高齢者への虐待」対応フロー（案） 

資料３   芦屋市「養護者による高齢者への虐待」帳票一式（案） 
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当日配布資料

当日資料１ 芦屋市権利擁護支援システム推進委員会設置要綱

当日資料２ 芦屋市権利擁護支援システム推進委員会委員名簿 

 当日資料３ 芦屋市第５期障害福祉計画・芦屋市第１期障害児福祉計画（原案）

 当日資料４ 第８次芦屋すこやか長寿プラン２１

（第８次芦屋市高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画）（原案）

５ 審議経過

（１）養護者による虐待対応マニュアルの改訂について

  （地域福祉課 吉川）

資料１   芦屋市「養護者による高齢者への虐待」本文（案） 

資料２   芦屋市「養護者による高齢者への虐待」対応フロー（案） 

資料３   芦屋市「養護者による高齢者への虐待」帳票一式（案） 

（神部委員長）

委員の皆様方から何かご意見・ご質問いかがでしょうか。

（西村委員）

 知りたい内容について記載があったことで，とても見やすく，これは市職員等が使用す

るため，市民が見ることはないだろうなと思いましたが，疑問に思ったときに，これを開

くと，わかりやすいと感じました。

（佐野委員）

 このマニュアルはどのような方が使用されますか。

（事務局 吉川）

 基本的には，虐待対応機関である高齢者生活支援センターの職員と権利擁護支援センタ

ーの職員，行政の職員です。今後は，虐待対応マニュアルを用いてケアマネジャー向けに

研修等を行っていきたいと思っております。

（佐野委員）

 市民の方の目に触れる機会はありますか。

（事務局 吉川）

 市のホームページに掲載しますので，見ていただくことはできます。

（佐野委員）

 わかりました。

（大島委員）

 日頃は高齢者生活支援センターで業務をしておりますので，濃い内容の虐待対応マニュ

アルを作成いただき，うれしく思います。非常にわかりやすいため，居宅介護支援事業所

に１冊ずつ配布されると良いと思います。
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（西村委員）

 ３点質問させてください。

１つ目，Ｍｅｙｂｅ－Ｓｈｅｅｔについて，「緊急性なし」の判断となった場合は，相談

窓口で止まり，この支援フローにはのらないのでしょうか。

 ２つ目，ケース対応において静観となった場合は，どの段階に戻りますか。

 ３つ目，トータルサポート係が参画していることで，養護者への接触の機会をとらえや

すくなり，働きかけを行いやすいではないかと思いましたが，トータルサポート係の具体

的な関わりを教えてください。

（事務局 吉川）

 １つ目のご質問について，緊急性の判断が「なし」になった場合も，４８時間以内に事

実確認を行い，このフローに沿って対応することとなります。緊急性の判断の「あり・な

し」については，直ちにコアメンバー会議を開催する必要があるかどうか，その旨がわか

るように，「あり・なし」という様式で記載しています。たとえ緊急性の判断が「なし」に

なったからと言って，対応に遅れがあってはいけないと考えておりますので，緊急性の判

断が「なし」の場合も含めてのフローチャートであるため，４８時間以内に，事実確認を

行うものとご理解をいただければと思います。

 ２つ目のご質問について，長く静観が続きながらも，積極的に関わることが難しい場合

は，特に表立った虐待の状況がなければ，概ね半年間を目途に一旦終結を行うような運用

にしています。しかし，その場合は終結としながらも再発のリスクは高いため，近隣住民

や関係機関に見守りをお願いし，何かあれば，すぐに対応できる様，終結会議の場で共有

しています。

 ３つ目のご質問のトータルサポート係について，健康はどなたも多少なりとも気になる

ところではありますので，通院できていない様子があれば，トータルサポート係の保健師

が訪問をさせていいだくこともあります。関わりの切り口によって，トータルサポート係

とその他の関係機関で対応することもあります。対象者にとって一番受け入れて頂きやす

い機関や切り口を探して，介入しています。

（加納委員）

 例えば，介護保険の要介護認定が未申請で，高齢者夫婦が老々介護で生活していらっし

ゃる方が，一つ間違えば，虐待事案になることもあると思います。

 私自身，介護に関する相談を受けることが，土曜日や日曜日，夜間に多く，「民生委員に

連絡して」と伝えても，「こんなことで連絡したら，大騒ぎになるかもしれないから」，「民

生委員には言わないでほしい」と言われることが，増えている印象を受けます。月曜日に

なれば，高齢者生活支援センターに「昨日，このようなお電話があったので，すぐ行って

ほしい」とつなぐことができますが，すぐにでも通報した方が良いか等の判断については，

このマニュアルに記載がありません。専門家で組織をつくり，つながると安心ですが，地

域で潜在化しているケースを，行政ではどのように捉えていますか。
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（事務局 細井）

 本文８ページをご参照ください。

本市の虐待対応は，地域発信型ネットワークの活動から見えてきた高齢者虐待の対応に

ついて，課題や対応を積み重ねた結果として，仕組みができたと理解しています。

 今回の改訂は，各機関における職員や，専門職の異動がある中で，対応にあたる職員，

専門職がしっかりと権利擁護支援の意味合いや，虐待の捉え方について理解する必要があ

るという認識から取り組んだ経緯があります。改訂の経過において，地域からの相談が少

ない，また，そうかもしれないという方の相談を行うことのハードルが高いということに

ついても議論をしてきました。現在，権利擁護支援センターの委託業務をＰＡＳネット及

び社会福祉協議会に受けていただいているということもあり，地域に向けた権利擁護支援

に関する周知も続けております。今回改めて，虐待対応マニュアルを改訂することをきっ

かけに，市民の皆さんや福祉推進委員，民生委員に，どのように啓発していくかについて

も協議をしたいと思います。啓発活動は，これまでも継続して実施してきましたので，お

気づきの点がありましたら，ご意見をいただき，工夫をしながら，相談していただきやす

いように対応していきたいと思っております。

（神部委員長）

 その他，いかがでしょうか。

（川部委員）

 本文２４ページ「相談」と「通報」の違いについて，今回の虐待対応マニュアルでは，「相

談」と「通報」に明確な差はなく，両者において丁寧なアセスメントができるように，正

しい情報を収集するスキルだと思います。とても大切なことだと思いますが，通常虐待等

でありましたら，「相談」と「通報」では，対応が異なっていると認識していますが，この

虐待対応マニュアルにおいては，対応に違いはなく，高齢者にとっては「相談」も「通報」

ともに同じような経過で流れていくのでしょうか。

 また，本文の２９～３０ページにかけて「事実確認のポイント」を挙げており，とても

わかりやすく思いました。以前，精神科の医師に，高齢者の「うつ」の問題と「アルコー

ル」に関する問題が，高齢者虐待のハイリスク要因となり自殺につながるリスクが高いた

め，２つの問題については必ず確認するようにと，助言いただいた経緯があることから，

２つの視点を追記してはいかがかと思います。

（事務局 吉川）

 「相談」と「通報」については，本文２３ページに「便宜上，『語り手』となる人を『相

談者』と記載します」と記載しており，相談者が「明確な虐待であるという認識ではない

が，話に来た。」というものは「相談」，相談者が「虐待という認識があり話すもの」は「通

報」という整理を一定しております。

 しかし，実際は相談者がどのような認識で話しているかというところまで，確認ができ

ないため，「相談」と「通報」を明確に分けることが難しいと考えています。
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なお，「うつ」の問題および「アルコール」に関する問題は，追記させていただきたいと

思います。

（権利擁護支援センター 脇）

 現場では，ケアマネジャー等も，このケースは相談しておかないと少し心配だという思

いで相談に来られる場合もあります。相談の中で，「これは通報して，対応していくほうが

良い」と判断したものは，その時点で「通報」に変わります。加えて，「通報」と捉えたタ

イミングから，このフローにおける虐待対応が始まります。

（川部委員）

 相談から通報に切り替える判断は誰がしますか。

（権利擁護支援センター 脇）

 相談を受けた機関が判断します。

（大島委員）

本文２７ページについて，一番下の矢印「会議内容の確認」の，「進行役（受付機関）が

共有内容や協議事項の認識に齟齬がないように，最終確認を行い，合意形成を図ります。」

との表現について，進行役の責務と捉えることができると感じましたので，会議の参加者

全員で意識していくことであるといった捉え方ができる表現に変更してはいかがかと思い

ました。

 また，同ページ内の「本人が転出・死亡などにより，虐待が明らかに起こることがない

場合は，コアメンバー会議・終了終結会議を開催せずに終了となります。」という表現につ

いて，文章の流れにおいて唐突な印象を受けましたので，別の欄に取り出して記載したほ

うが良いのではないかと思いました。

 最後に，このマニュアルは居宅介護支援事業所に１冊ずつ置いていただき，説明会を開

催していただきたいと思います。説明会には，ケアマネジャー友の会も協力させていただ

きたいと思っています。また，市民にも簡単なパンフレットで，虐待対応に関する周知が

行えると良いと思います。その際には高齢者生活支援センターも一緒に動けたらいいなと

思います。

（事務局 吉川）

 書き方の工夫については，ページ構成等も考えた上で検討したいと思います。

 ２７ページに関して，作成したメンバーとしては，「丁寧に共有をしよう」という感覚で

記載しましたが，別の表現で置き換えられるか検討したいと思います。

（福田委員）

 非常にいろいろなところに配慮が見られ，とても良くなっているように思いました。

 そこで質問が３点あります。

１つ目，本文２６ページのＰｏｉｎｔ！について「事実確認の着手までの時間は４８時

間とする。」という表現がありますが，次の２７ページの「事実確認を行うための協議と役

割分担」では，「４８時間を目安に速やかな事実確認によって」と記載があるため，記載方
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法を合わせた方が良いかと思いました。

 ２点目，本文２８ページの「アタッシェ」とう言葉は初めて聞いたので，ご説明いただ

ければ幸いです。

 ３点目，本文３２ページのコアメンバー会議のフローについて，「判断できない」の下に

「事実確認の継続」があり，矢印から「必要に応じて要請会議を依頼」とつながるよう記

載されていますので，とても見やすいのですが，「判断できない」場合に，対応フローでは，

事実確認のところに戻る流れになっていると思いますので，同じ表現にするほうが，良い

のではないかと思いました。

（事務局 吉川）

 事実確認については「着手」という言葉が内容をわかりづらくしていると思いますので，

「着手」の文字を削除しつつ，共通理解が図れるように表記したいと思います。

 次に，「アタッシェ」は，関係者間で情報提供を行う際に「アタッシェケース」にパスワ

ードをかけて送信していることを記載していますが，「アタッシェケース」に限定しなくて

良いかと思いますので，「パスワードをかける」等の表現に変更します。

 最後に，本文３２ページについて，スペースの都合上，対応フローと合わせられなかっ

た経緯がありますが，何か良い案があれば，教えていただけますでしょうか。

（福田委員）

 例えば，継続の上に矢印を出し，「事例の分析」に戻すことで，良いかと思いました。

（事務局 吉川）

 ありがとうございます。ご意見を踏まえ，工夫します。

（宮崎委員）

 ３０ページの上の枠の２枠目に「法的関係」という表現があります。「高齢者と養護者の

関係の把握」において，把握の経路は戸籍謄本等を想定していますか。また，これは虐待

対応において対応機関が取得することは可能でしょうか。

（事務局 吉川）

 可能な範囲で身内の方等に確認を行うという意味で記載しています。

（宮崎委員）

 これは最終的に分かった範囲に止め，初期段階ですべて把握しなくて良いという認識で

良かったでしょうか。

（事務局 吉川）

 はい。全ての対象者について，必ず把握しなければいけないと決めている訳ではなく，

分かる範囲でと考えております。また，支援において重要となる場合には，特に知ってお

く必要があると考えています。

（宮崎委員）

 本文３１ページの「各関係機関から収集する情報の例」において，「主治医，医療機関」

の項目として，「疾病，傷病，既往歴」に関して記載があります。この件について，原則守
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秘義務があるため，協力したい意向はありますが，力になれないときもあるかと思います。

 疾患の情報はとても重要になると思いますが，その情報も可能な範囲で情報収集してい

ただくという理解でよかったでしょうか。

（事務局 吉川）

 病院からいただく情報に関して，守秘義務についても理解しておりますので，差し支え

のない範囲でご協力いただけると助かります。できる限り，本人同意のもとで情報を取り

たいと思っておりますので，受診同行し，その場で確認をさせていただくような方法も取

っております。できるだけ本人の同意をもって情報収集したいと思っています。

（浦野委員）

民生委員は日ごろ地域の方を見守りながら，関係機関に心配な方をつないでいるのです

が，こうした対応の詳細が示されたマニュアルが更新され，ケアマネジャー向けに研修も

が行われるのであれば，これからも関係機関に情報を伝える上で，とても安心できるなと

思いました。

地域の中には情報を他人に知られたくないと思う方もいらっしゃいます。民生委員は日

ごろ近くで，お付合いする中で情報を見つけるときもありますので，これからも関係機関

へ守秘義務を守りながら，情報共有していきたいと思いました。

（神部委員長）

 ほかに，いかがでしょうか。

（森川委員）

 本文２５ページについて，「通報」や「相談」の段階において，個人情報の取扱に関して，

気にする方もいらっしゃるかと思うので，１５ページに個人情報の取扱に関する内容の記

載がある旨を，追記すると良いのかなと思いました。

（事務局 吉川）

 追記について，検討します。多くのご意見をいただき，ありがとうございました。

最後に，虐待対応マニュアルを作成したワーキングメンバーを紹介させていただきます。

ワーキングのメンバーは，高齢者生活支援センター基幹型業務担当針山さん，東山手高

齢者生活支援センター税所さん，権利擁護支援センター脇センター長，高齢介護課芝田さ

ん，地域福祉課吉川で構成しています。

（２）その他

「芦屋市第５期障害福祉計画・芦屋市第１期障害児福祉計画 パブリックコメントにつ

いて」（障害福祉課 本間）

 「第８次芦屋すこやか長寿プラン２１（第８次芦屋市高齢者福祉計画及び第７期介護保

険事業計画） パブリックコメントについて」（高齢介護課 篠原）

（事務局 細井）

 次回，第３回芦屋市権利擁護支援システム推進委員会を来年の３月下旬頃に予定してお
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ります。ご予定のほど，よろしくお願いいたします。

（神部委員長）

 以上をもちまして，全ての議事を終えましたので，第２回芦屋市権利擁護支援システム

推進委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

（閉会）


